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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性ペーストを塗布した基板の該塗布部分で接触して基板を保持しつつ移動すること
により該基板を搬送する搬送部材、該搬送部材と共に基板を加熱して該導電性ペーストを
焼成する加熱部、及び加熱した基板を冷却する冷却部を具備する焼成炉であって、上記加
熱部における雰囲気温度と搬送部材の温度の差が０～２０℃となるように上記搬送部材を
予備加熱するための加熱手段を設けたことを特徴とする太陽電池素子の電極焼成用焼成炉
。
【請求項２】
　搬送部材が、少なくとも２本のワイヤーを炉の長手方向に沿って互いに平行かつ水平に
移動可能に配置してなり、該ワイヤー上に基板を載置して搬送する部材である請求項１記
載の焼成炉。
【請求項３】
　搬送部材が、ウォーキングビーム形式である請求項１又は２記載の焼成炉。
【請求項４】
　搬送部材を予備加熱するための加熱手段が、上記搬送部材に直接通電して加熱する電気
的手段である請求項１乃至３のいずれか１項記載の焼成炉。
【請求項５】
　搬送部材を予備加熱するための加熱手段が、焼成炉外で搬送部材を加熱する手段である
請求項１乃至３のいずれか１項記載の焼成炉。
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【請求項６】
　半導体基板にｐｎ接合を形成した後、該半導体基板の受光面及び非受光面上に導電性ペ
ーストを塗布・焼成して電力取り出し用電極を形成する工程を含む太陽電池素子の製造方
法であって、上記導電性ペーストの焼成を請求項１乃至５のいずれか１項記載の焼成炉を
用いて行うことを特徴とする太陽電池素子の製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の製造方法によって得られた太陽電池素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池素子の電極を焼成するための焼成炉、これを用いた太陽電池素子の
製造方法及び太陽電池素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１に、一般的な太陽電池素子の構造の断面図を示す。この太陽電池素子１は、大きさ
が１００～１５０ｍｍ角、厚みが０．１～０．３ｍｍの板状で、かつ、多結晶又は単結晶
シリコン等に、ボロン等のｐ型不純物がドープされたｐ型の半導体基板２からなる。この
基板に、リン等のｎ型不純物をドープしてｎ型不純物層３を形成し、ＳｉＮなどの反射防
止膜４をつけ、スクリーン印刷法を用いて裏面に導電性アルミニウムペーストを、表面（
受光面）に導電性銀ペーストをそれぞれ印刷して、乾燥後、焼成し、裏面アルミニウム電
極５を形成すると共にＢａｃｋ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｉｅｌｄ（ＢＳＦ）層６を形成し、
表面集電極７を形成することで製造される。
【０００３】
　図２は、上述の太陽電池素子の製造方法において、導電性ペーストを焼成して電極を形
成する際に利用される一般的なメッシュベルト式焼成炉の概略図である。導電性ペースト
が印刷された基板１１を、駆動部１５によってローラー１６を介して駆動されるメッシュ
ベルト１２で搬送し、加熱部１３で導電性ペーストを焼成した後、冷却部１４で冷却する
ことで電極が形成される。なお、図２中、１７はメッシュベルトに付着した汚れを除去す
るための洗浄槽である。
【０００４】
　上記のメッシュベルト式焼成炉では、メッシュベルトの熱容量が大きいため、消費電力
量が大きくなる。また、太陽電池素子の裏面にアルミニウムペーストにより良好なＢＳＦ
層を形成するためには、急昇温急冷却のプロファイルが好ましいが、メッシュベルト式焼
成炉で急昇温急冷却のプロファイルを形成するには、多数のヒーターと水冷が必要になる
という問題が存在する。
【０００５】
　このため、例えば、特許文献１（特開平０８－１６２４４６号公報）では、メッシュベ
ルトの代わりに４本のワイヤーを使用することで、焼成炉の消費電力量を小さくし、更に
焼成処理時間を短くしてスループットを上げる方法が開示されている。図３に、このワイ
ヤー式焼成炉の概略図を示す。メッシュベルト式焼成炉と同様に、導電性ペーストを塗布
した基板２１は、駆動部２５によってローラー２６を介して駆動されるワイヤー式搬送部
材２２で搬送され、加熱部２３及び冷却部２４を通過することで電極が形成される。
【０００６】
　特許文献１の方法においては、導電性ペーストが印刷された基板を直接ワイヤーに載せ
て搬送している。しかし、一般的に、焼成炉内加熱部においては、ワイヤーは雰囲気温度
や基板温度と比較して約５０℃温度が低い。この場合、例えば表面を上にして焼成する際
、すなわち、裏面のアルミニウム層とワイヤーが接触している際は、焼成炉内の加熱部に
おいて、アルミニウム層とワイヤーとの温度差により、当該接触部分でアルミニウムがワ
イヤー上に溶け残り、少しずつ堆積していく。この堆積したアルミニウムは硬質のアルミ
ナになるため、焼成処理枚数を重ねていくと、アルミニウム電極を傷つける。この傷は硬
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質の突起となることがあるので、セルをスタックして箱詰めするとき、ここが起点になっ
てセルが割れることがある。このため、歩留まりを低下させるという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１の方法においては、例えば裏面を上にして焼成する場合、すなわち、
表面の銀電極とワイヤーが接触していると、焼成時に銀電極にワイヤーの痕が残り、断線
が発生して、特性や歩留まりの低下が発生するという問題がある。
【０００８】
　更に、特許文献１の方法においては、焼成炉内加熱部においては、ワイヤーは雰囲気や
基板と比較して温度が低くなるので、基板のうちワイヤーと接触している部分は加熱が不
十分になり、銀電極の焼結不足やＢＳＦ層の厚みの分布を発生させる原因になり、太陽電
池素子の特性を低下させる。
【０００９】
　また、ワイヤーをウォーキングビームとして用いる焼成炉も存在する（特許文献２：特
開２００９－２３８９９１号公報）。図４にこのワイヤー式ウォーキングビーム搬送焼成
炉の概略図を示す。このウォーキングビーム式の焼成炉は、互いに平行かつ水平に配置さ
れた２本の固定ワイヤー（固定ビーム）３２と、所定のストロークで上下方向及び前後方
向に駆動可能であり、基板３１を搬送する可動ワイヤー（上下・前後可動ビーム）３３と
を具備し、これら固定ビーム３２と可動ビーム３３とは、それぞれロール３４，３５に巻
き付けながら固定されていて、必要に応じて伸縮するようになっている。焼成炉は、更に
、基板を加熱する加熱部３６と、加熱された基板を冷却する冷却部３７を具備している。
図５には、固定ビーム及び可動ビーム部分の一部省略拡大図を示す。
【００１０】
　図４，５に示すウォーキングビームでの加熱方法では、まず、基板３１は、固定ビーム
３２上に載置される。次に、固定ビーム３２より下方に位置する可動ビーム３３が鉛直方
向に上昇して、固定ビーム３２上に載置されている基板３１を固定ビーム３２から受け取
り、可動ビーム３３上に基板３１が載置された状態で更に上昇し、その上昇端で一旦停止
する。図６には、可動ビーム３３上に基板３１が載置された状態を示す。続いて、可動ビ
ーム３３は基板３１を保持した状態で１ストローク分前進して停止する。次いで、可動ビ
ーム３３は鉛直方向に下降して、固定ビーム３２に基板３１を受け渡し、更に下降した後
、１ストローク分後退して停止し、当初の位置に戻る。以上のような方法で、ウォーキン
グビームにより基板を炉の加熱部及び冷却部を通過させることで熱処理を行う。
【００１１】
　ベルト搬送形式からウォーキングビーム搬送形式にすることで、良好なＢＳＦ層の形成
に適している急昇温急冷却の焼成プロファイル形成のための冷却に必要な設備を省スペー
ス化できる上に、消費電力が少なくなり、処理時間を更に短くできるという利点がある。
しかし、この場合もワイヤーと基板が直接接触するので、依然として太陽電池素子の歩留
まりや特性の低下は避けられないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平０８－１６２４４６号公報
【特許文献２】特開２００９－２３８９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、導電性ペースト中の金属成分がワイヤ
ー等の搬送部材に堆積して電極や基板を傷つけるのを防ぐと共に、基板面内の焼成むらを
少なくして効率よく電極ペーストの焼成を行い、太陽電池特性を低下させずに歩留まり良
く太陽電池素子を製造することができる太陽電池素子の電極焼成用焼成炉、この焼成炉を
用いた太陽電池素子の製造方法及び太陽電池素子を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、導電性ペーストを塗布した
基板を搬送するための搬送部材、基板を加熱して導電性ペーストを焼成するための加熱部
、及び加熱した基板を冷却する冷却部を具備する太陽電池素子の電極焼成用焼成炉を用い
、特に搬送部材をワイヤー式の構造とし、このワイヤー式搬送部材を加熱手段により加熱
することで、電極ペースト焼成の際に搬送部材の温度を加熱部雰囲気温度に近づけること
ができ、基板を効率よく加熱することができることを見出した。そして、これにより導電
性ペーストの金属成分がワイヤー上に溶け残ることを防いで上記金属成分の堆積物による
電極や基板の損傷を防止することができ、しかも基板面内の焼成むらを抑制できるため、
太陽電池特性や歩留まりを低下させることなく電極ペーストを焼成して太陽電池素子を製
造することができることを見出し、本発明をなすに至った。
【００１５】
　従って、本発明は下記焼成炉、太陽電池素子の製造方法及び太陽電池素子を提供する。
請求項１：
　導電性ペーストを塗布した基板の該塗布部分で接触して基板を保持しつつ移動すること
により該基板を搬送する搬送部材、該搬送部材と共に基板を加熱して該導電性ペーストを
焼成する加熱部、及び加熱した基板を冷却する冷却部を具備する焼成炉であって、上記加
熱部における雰囲気温度と搬送部材の温度の差が０～２０℃となるように上記搬送部材を
予備加熱するための加熱手段を設けたことを特徴とする太陽電池素子の電極焼成用焼成炉
。
請求項２：
　搬送部材が、少なくとも２本のワイヤーを炉の長手方向に沿って互いに平行かつ水平に
移動可能に配置してなり、該ワイヤー上に基板を載置して搬送する部材である請求項１記
載の焼成炉。
請求項３：
　搬送部材が、ウォーキングビーム形式である請求項１又は２記載の焼成炉。
請求項４：
　搬送部材を予備加熱するための加熱手段が、上記搬送部材に直接通電して加熱する電気
的手段である請求項１乃至３のいずれか１項記載の焼成炉。
請求項５：
　搬送部材を予備加熱するための加熱手段が、焼成炉外で搬送部材を加熱する手段である
請求項１乃至３のいずれか１項記載の焼成炉。
請求項６：
　半導体基板にｐｎ接合を形成した後、該半導体基板の受光面及び非受光面上に導電性ペ
ーストを塗布・焼成して電力取り出し用電極を形成する工程を含む太陽電池素子の製造方
法であって、上記導電性ペーストの焼成を請求項１乃至５のいずれか１項記載の焼成炉を
用いて行うことを特徴とする太陽電池素子の製造方法。
請求項７：
　請求項６記載の製造方法によって得られた太陽電池素子。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、特にワイヤー式焼成炉を用いて電極ペーストの焼成を行う際、加熱部
雰囲気温度やアルミニウムペースト層の温度に近づけるために、ワイヤーを通常温度より
も５０℃程度加熱してワイヤー温度と加熱部雰囲気温度をほぼ等しくして焼成している。
これにより、ワイヤー上の導電性ペーストの金属成分の堆積物に電極が傷つけられること
による歩留まり低下を抑え、ワイヤー式焼成炉の連続使用が可能となる。更に、ワイヤー
の温度が低いことによる基板面内の焼成むらを小さくすることで、特性低下も抑えること
ができる。また、メッシュベルト式焼成炉などと比較してスループットを大きくすること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】一般的な太陽電池素子の構造を示す概略断面図である。
【図２】メッシュベルト式焼成炉の一例を示す概略図である。
【図３】ワイヤー式焼成炉の一例を示す概略図である。
【図４】ワイヤー式ウォーキングビーム焼成炉の一例を示す概略図である。
【図５】ワイヤー式ウォーキングビーム焼成炉の固定ビーム及び可動ビーム部分の一部省
略拡大図である。
【図６】可動ビームに基板を載置した状態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。しかし、本発明は、下記説明に加えて広範
な他の実施形態で実施することが可能であり、本発明の範囲は下記実施形態に制限される
ものではない。また、図面は原寸に比例して示されていない。本発明の説明や理解をより
明瞭にするために、関連部材によっては寸法が拡大されており、また、重要でない部分に
ついては図示されていない。
【００１９】
　本発明の焼成炉は、太陽電池素子の電極焼成用焼成炉であって、導電性ペーストを塗布
した基板を搬送するための搬送部材、この基板を加熱して導電性ペーストを焼成するため
の加熱部、及び加熱した基板を冷却する冷却部を具備し、上記搬送部材を加熱するための
加熱手段を設けたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の焼成炉においては、導電性ペーストが塗布された基板が搬送部材に載置されて
炉内を搬送され、加熱部を通過することで導電性ペーストが焼成されて電極が形成される
。この場合、基板を搬送する搬送部材の構造としては特に制限されず、メッシュ式や、ワ
イヤー式等いずれのものでも構わないが、ワイヤーにより基板が搬送されるワイヤー式焼
成炉を用いることが好ましい。これにより、一般的なメッシュベルト式焼成炉と比較して
少ない消費電力量で、ハイスループットの焼成を行うことができる。
【００２１】
　ワイヤー式搬送部材を用いる場合、その構造は特に制限されず、従来公知のものでよい
が、少なくとも２本、特に２～４本のワイヤーを、図３に示すように炉の長手方向に沿っ
て互いに平行かつ水平に移動可能に配置し、駆動部によってローラーを介して駆動する構
造や、図４に示すように、炉の長手方向に沿って互いに平行かつ水平に配置し、必要によ
り移動できる構造等とすることが好ましい。この場合、ワイヤーの材質は、ＳＵＳ３０３
、ＳＵＳ３０４等のステンレススチールが好ましく、ワイヤーの強度と焼成炉加熱に必要
な消費電力のバランスの点から１～２０ｍｍφの太さのものを用いるのが好ましい。太さ
に応じて、熱容量は焼成炉加熱に必要な消費電力量が少なくて済むように所定の熱容量で
行うのが好ましい。例えば、図４～６に示すようなワイヤー式ウォーキングビームを用い
ると、焼成炉加熱に必要な消費電力量が少なくて済むため有利である。
【００２２】
　本発明においては、電極ペースト焼成に際し、基板を載置する搬送部材を加熱すること
で、搬送部材と加熱部雰囲気をほぼ同じ温度にする。例えば、ワイヤー式搬送部材を有す
るワイヤー式焼成炉の場合、搬送部材のワイヤーを加熱することで、焼成炉内における基
板の導電性ペースト層とワイヤーの温度がほぼ等しくなるようにしておく。ワイヤーと基
板の温度差がなくなることで、従来発生していた高温の導電性ペースト中の導電性金属成
分が、低温のワイヤー上へ固着するという現象がなくなり、結果的にワイヤー上への上記
金属成分の堆積を防ぐことができる。これにより、ワイヤー式焼成炉の連続使用を行って
も、ワイヤー上の上記金属成分の堆積物に電極が傷つけられることによる歩留まり低下を
抑えることができる。更に、ワイヤーの温度が低いことによる基板面内の焼成むらを小さ
くすることで、特性低下も抑えることができる。
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【００２３】
　搬送部材を加熱する加熱手段としては、ワイヤー式焼成炉の場合、ワイヤーの両端に電
圧を印加して、交流又は直流電流を流すことで直接的に加熱する電気的手段がある。間接
的にワイヤーを加熱する手段としては、焼成炉外に加熱エリアを設けてワイヤー自体をラ
ンプ加熱する手段、焼成炉外でワイヤーにスチームを当てることでワイヤー自体を加熱す
る手段、ワイヤーに電流を流したコイルを巻きつけておくことでワイヤー自体を加熱する
手段などがある。ワイヤーを加熱する際は、これらのうちのいずれの手段を用いてもよい
。しかし、間接的にワイヤーを加熱する手段は、焼成炉外に加熱エリアを設ける必要があ
るため、コストや空間の点で直接的にワイヤーを加熱する手段の方がより優れている。従
って、直接的にワイヤーを加熱する手段を用いることが好ましい。これらの手段を用いる
ことにより、ワイヤーと基板全体の温度差がなくなることで、従来発生していた高温の導
電性ペーストが低温のワイヤー上へ固着するという現象がなくなり、結果的にワイヤー上
への導電性ペースト中の金属成分の堆積を防ぐことができる。これにより、ワイヤー上の
金属成分の堆積物に電極が傷つけられることによる歩留まり低下や、基板の面内の焼成む
らによる特性低下を抑えることができる。
【００２４】
　ここで、加熱部の温度（焼成温度）は、通常５００～９５０℃、特に６００～８５０℃
であり、加熱時間は５～３０秒が好ましく、冷却部の温度は２５～５００℃で、冷却時間
は５～３０秒が好ましい。炉内雰囲気は大気でよいが、導電性ペーストに含まれる有機物
質を燃焼できる雰囲気が好ましい。一方、搬送部材の温度は、加熱部雰囲気温度とほぼ等
しくなるようにするが、５００～９５０℃であることが好ましく、より好ましくは６００
～８５０℃である。なお、本発明において、加熱部雰囲気温度と搬送部材の温度がほぼ等
しいとは、加熱部雰囲気と搬送部材との温度差が、０～２０℃、好ましくは０～１０℃で
あることをいう。
【００２５】
　次に、本発明の焼成炉を用いた太陽電池素子の製造方法によって作製される太陽電池素
子について説明する。例えば、図１に示すように、太陽電池素子１は、本体であるシリコ
ン基板２の表面（受光面）側にｎ型拡散層３、このｎ型拡散層上に形成されたＳｉＮ等の
反射防止膜４、及び上記ｎ型拡散層に接続する表面集電極７を有し、裏面側には、裏面電
極５及びＢａｃｋ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｉｅｌｄ（ＢＳＦ）層６を備える。
【００２６】
　以下、本発明に係る太陽電池素子の製造方法を説明する。まず、ｐ型シリコン基板等の
基板を準備する。ｐ型シリコン基板の比抵抗は０．１～４．０Ω・ｃｍのものがよく用い
られる。これは多結晶でも単結晶でもよく、上記したように大きさが１００～１５０ｍｍ
角、厚みが０．１～０．３ｍｍの板状のものが好適に用いられる。そして、太陽電池素子
の受光面となるｐ型シリコン基板の表面に、例えば酸性溶液中に浸漬してから、さらにア
ルカリ溶液で化学エッチングして洗浄、乾燥することで、テクスチャとよばれる凹凸構造
を形成する。この凹凸構造は、太陽電池素子受光面において光の多重反射を生じさせる。
そのため、凹凸構造を形成することにより、実効的に反射率が低減し、変換効率が向上す
る。以下、太陽電池素子の受光面側となるｐ型シリコン基板の面を表面、受光面側と反対
側になるｐ型シリコン基板の面を裏面とする。
【００２７】
　次に、例えばＰＯＣｌ3などを含む、約８００℃以上の高温ガス中にｐ型シリコン基板
を設置し、ｐ型シリコン基板の全面にリン等のｎ型不純物元素を拡散させる熱拡散法によ
り、ｎ型拡散層（ｎ型不純物層）を表面に形成する。なお、ｎ型拡散層を熱拡散層により
形成する場合には、ｐ型シリコン基板の両面及び端面にもｎ型拡散層が形成されることが
あるが、この場合には、必要なｎ型拡散層の表面を耐酸性樹脂で被覆したｐ型シリコン基
板をフッ硝酸溶液等の中に浸漬することによって、不要なｎ型拡散層を除去することがで
きる。以上の方法でｐｎ接合部を有する基板を得ることができる。
【００２８】
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　次いで、例えばアンモニア、シラン、窒素、水素などを用いたプラズマＣＶＤ法などに
より、ｐ型シリコン基板の表面にＳｉＮ等の反射防止膜を形成する。
【００２９】
　基板裏面には、例えばアルミニウム、ガラスフリット、ワニスなどを含む導電性ペース
トをスクリーン印刷し、乾燥させる。一方、表面には、例えば銀、ガラスフリット、ワニ
スなどを含む導電性ペーストをスクリーン印刷し、乾燥させて集電極を形成する。しかる
後、各電極用ペーストを本発明の焼成炉を用いて焼成することで、裏面側にはアルミニウ
ム電極及びＢＳＦ層が形成され、表面側には銀電極が形成される。これら表裏面の電力取
り出し用電極の形状は特に制限されず、櫛形、格子型等いずれの形状のものも本発明の焼
成炉で焼成することができる。焼成条件は、上述した通りである。
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実
施例に制限されるものではない。
【００３１】
　　［実施例，比較例］
　ボロンがドープされ、厚さ０．２ｍｍにスライスして作製された比抵抗が約１Ω・ｃｍ
のｐ型の多結晶シリコンからなるｐ型シリコン基板に外径加工を行うことによって、一辺
１５ｃｍの正方形の板状とした。そして、このｐ型シリコン基板をフッ硝酸溶液中に１５
秒間浸漬させてダメージエッチングし、さらに２質量％のＫＯＨと２質量％のイソプロピ
ルアルコール（ＩＰＡ）を含む７０℃の溶液で５分間化学エッチングした後に純水で洗浄
し、乾燥させることで、ｐ型シリコン基板表面にテクスチャ構造を形成した。
【００３２】
　次に、このｐ型シリコン基板に対し、ＰＯＣｌ3ガス雰囲気中において、８７０℃の温
度で３０分間の条件で熱拡散法により、ｐ型シリコン基板上にｎ層を形成した。ここで、
ｎ層のシート抵抗は約４０Ω／□であった。そして、ｎ層上に耐酸性樹脂を形成した後に
、ｐ型シリコン基板をフッ硝酸溶液中に１０秒間浸漬することによって、耐酸性樹脂が形
成されていない部分のｎ層を除去した。その後、耐酸性樹脂を除去することによって、ｐ
型シリコン基板の表面のみにｎ層を形成した。
【００３３】
　続いて、アンモニアガス、シラン及び窒素ガスを用いたプラズマＣＶＤ法により、ｐ型
シリコン基板のｎ層が形成されている表面上に、反射防止膜となるＳｉＮを厚さ１００ｎ
ｍで形成した。次に、反射防止膜が形成された基板の裏面に、導電性アルミニウムペース
トを印刷し、１５０℃で乾燥させた。その後、表面にスクリーン印刷法を用いて、導電性
銀ペーストを用いて、集電極を形成し、１５０℃で乾燥させた。
【００３４】
　次いで、図４に示すようなワイヤー式ウォーキングビーム焼成炉に、これまでの処理済
の基板を投入することにより、最高温度８００℃で導電性ペーストを焼成して電極を焼成
した。この際、ワイヤーに電流を流すことで、加熱部内の雰囲気温度とワイヤーの温度が
等しくなるよう制御した。焼成炉内（加熱部）の温度はＫ型熱電対（（株）キーエンス製
）を進入させることで、ワイヤーの温度はワイヤーにＫ型熱電対を接触させておくことで
測定した。その結果、この場合のワイヤーの温度は、加熱部内雰囲気温度とほぼ等しいこ
とが確認された（ワイヤー温度：７９５℃）。それに伴って、ワイヤーに何も処理しない
場合と比較すると、高温のアルミニウムが低温のワイヤー上へ固着するという現象がなく
なり、結果的にワイヤー上へのアルミニウムの堆積を防ぐことができた。これにより、ワ
イヤー上のアルミニウムの堆積物にアルミニウム電極が傷つけられることによる歩留まり
低下、アルミニウム電極の傷が突起状になったものをスタックすることで、突起が基点と
なり基板を破壊することによる歩留まり低下を抑えることができた。また、ワイヤーの温
度が低いことによる基板の面内の電極ペースト焼成むらを小さくすることで、抵抗やＢＳ
Ｆの分布を小さくして変換効率低下も抑えることが可能になった。更に、アルミニウム電
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できた。
【００３５】
　表１に、上記方法で１０００枚の太陽電池素子の焼成を行った際の、太陽電池特性と焼
成工程による歩留まりを示す。この場合の歩留まりは、焼成工程に投入した基板の枚数に
対して、上記のような問題（割れ、突起、外観異常など）が発生しなかった良品率を示し
たものである。
【００３６】
　一方、比較例として示した特性は、本実施例と同じワイヤー式焼成炉で、ワイヤー加熱
を行わずに焼成を行ったものである。このときも、焼成炉内（加熱部）の温度はＫ型熱電
対を進入させることで、ワイヤーの温度はワイヤーにＫ型熱電対を接触させておくことで
測定した。その結果、ワイヤーの温度は、加熱部内雰囲気温度より約５０℃低いことが確
認された。表１に示すように、本発明による焼成炉を用いることで、比較例の焼成時と比
較すると、太陽電池特性と歩留まりの上昇が見込める。ワイヤー部分の温度低下がなくな
ることが主な要因である。
【００３７】
【表１】

【符号の説明】
【００３８】
　１　太陽電池素子
　２　基板
　３　ｎ型不純物層
　４　反射防止膜
　５　裏面電極
　６　ＢＳＦ層
　７　表面集電極
　１１，２１，３１　基板
　１２　メッシュベルト
　１３，２３，３６　加熱部
　１４，２４，３７　冷却部
　３４，３５　ロール
　１５，２５　駆動部
　１６，２６　ローラー
　１７　洗浄槽
　２２　ワイヤー式搬送部材
　３２　固定ワイヤー（固定ビーム）
　３３　可動ワイヤー（可動ビーム）
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